
島教指第６６３号 

令和６年８月３０日 

 

 各県立学校長 様 

 

教 育 指 導 課 長 
（子ども安全支援室） 

 

児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について（通知） 

 

 このことについて、令和４年４月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」

が施行されたことを受けて、令和５年１２月に「教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて＜

島根県教育委員会の総合対策＞」を策定しました。教職員による児童生徒への性暴力等の根絶に向け

て取組を行っているところであり、早期発見を目的とした対策の一環としてアンケート調査を年に１

回は必ず実施することとしています。 

 ついては各学校において児童生徒を対象に、性暴力等の防止に向けたアンケート調査を実施してい

ただきますようお願いします。 

 なお、アンケート調査の実施にあたっては、被害を受けたことがある児童生徒が被害を思い出すこ

とによって心身の変調をきたす場合があるなど、学校として最大限に配慮する必要があるため、必ず

添付の「児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について」を事前にご確認ください。 

また、アンケート実施に際して、参考となる資料を全庁サーバの以下のフォルダに格納しています

ので、必要に応じてご活用ください。 

 

〇添付：「児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について」 

 

【児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査参考資料等】 

¥¥fs.ad.pref.shimane.jp¥教育委員会¥教育委員会共有¥【子ども安全支援室】¥【性暴力ア

ンケート参考資料等】  

01_教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて〈島根県教育委員会の総合対策〉 

02_児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について 

03_アンケート調査の実施について（抜粋） 

04_保護者あて文書 

05_アンケート調査フォーム  

01_フォームリンク 

   02_みなさんの心と体のあんぜんをまもるためのアンケート（小学校・ひらがな） 

   03_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（小学校） 

   04_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（中学校・高等学校用） 

   05_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（特別支援学校 中学部・高等部用） 

06_紙媒体アンケートひな型 

 01_小学校用 

02_中学校・高等学校用 

03_特別支援学校小学部用 

04_特別支援学校中学部・高等部用 

07_アンケート調査実施に向けた心理教育及び説明動画 

   01_小・低学年用 

      02_小・高学年用 

      03_中学校・高等学校用 

  教育指導課子ども安全支援室 
 担当 企画幹 細木 竜次 
 TEL 0852-22-6064    FAX 0852-22-6265 
 e-mail:hosogi-ryuji@edu.pref.shimane.jp 
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島教指第６６３号 

令和６年８月３０日 

 

 各市町村教育委員会教育長 様 

 

島根県教育庁教育指導課長 

 （子ども安全支援室） 

 

児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について（通知） 

 

 このことについて、令和４年４月に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関

する法律」が施行されたことを受けて、県では令和５年１２月に「教職員等による児童生

徒性暴力等の根絶に向けて＜島根県教育委員会の総合対策＞」を策定し、教職員による児

童生徒への性暴力等の根絶に向けて取組を行っているところです。 

県立学校のおいては、性暴力等の根絶のための早期発見と早期対応を目的とした対策の

一環として、アンケート調査を年に１回は必ず実施することとしております。 

 アンケート調査の実施にあたっての関係資料のデータを保存した CD を、参考として送

付します。また、各学校よりアクセスできるよう EIOS（しまね教育情報 Web）に関係資料

を掲載しますので、合わせてご活用ください。 

 

〇添付：「児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について」 

 

【児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査参考資料等】 

EIOS（しまね教育情報 Web）→配布資料→教育指導課 

 

〇【児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査参考資料（CD データ）】 

01_教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて〈島根県教育委員会の総合対策〉 

02_児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について 

03_アンケート調査の実施について（抜粋） 

04_保護者あて文書 

05_アンケート調査フォーム  

01_フォームリンク 

   02_みなさんの心と体のあんぜんをまもるためのアンケート（小学校・ひらがな） 

   03_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（小学校） 

   04_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（中学校・高等学校用） 

   05_みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート（特別支援学校 中学部・高等部用） 

06_紙媒体アンケートひな型 

 01_小学校用 

02_中学校・高等学校用 

03_特別支援学校小学部用 

04_特別支援学校中学・高等部用 

07_アンケート調査実施に向けた心理教育及び説明動画 

   01_小・低学年用 

      02_小・高学年用 

      03_中学校・高等学校用 

 
 
 

 島根県教育庁教育指導課子ども安全支援室 
 担当 企画幹 細木 竜次 
 TEL 0852-22-6064    FAX 0852-22-6265 
 e-mail:hosogi-ryuji@edu.pref.shimane.jp 
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１  未然防止・ 早期発見のポイント   

⑴ 児童生徒性暴力等の防止に関する施策 
・  全ての教職員が適切な対応がと れるよう 、 外部専門家による研修や校内研修等により 教職員の啓発を図るこ

と 。  
・  児童生徒に対して、 何人からも児童生徒性暴力等により 自己の身体を侵害されること はあってはならないこと

等について周知徹底を図ること 。  

・  「 教職員による児童生徒への連絡に係る適切な対応について」（ 平成27 年11 月27 日付け島教企第694 号） に
基づき、 管理職の事前承認を得ること なく 、 児童生徒と SNS（ LI NE等） や電子メ ールを使用したやり 取り を絶対
に行わないこと 。 事前承認を得た場合であっても、 やり 取り の内容は、 職務又は部活動指導等に関する必要最小
限度のものでなく てはならず、 私的なやり 取り は絶対に行わないこと 。  

・  学校行事や部活動等のため、 教職員と 児童生徒が宿泊を伴う 研修や遠征に参加する場合において、 教職員が宿
泊先の自室に児童生徒を招き入れたり 、 児童生徒の自室を訪ねたり するこ と は絶対に行わないこと 。 安否確認等
のため児童生徒の自室を訪ねること が真にやむを得ない場合も、 教職員と 児童生徒が密室で一対一と なること は
避けること 。  

 

⑵ 児童生徒性暴力等の早期発見及び対処に関する施策 
・  定期的なアンケート 調査や相談窓口の周知等により 事案の早期発見に努めること 。  
・  児童生徒性暴力等の事実があると 思われる場合には、 学校の設置者が初期段階から積極的に対応し、 専門家の

協力を得て中立・ 公正に調査を実施すること 。  
・  悪しき仲間意識等から必要な対応を行わないこと はあってはならず、 放置したり 隠蔽したり する場合には、 こ 

の法の義務違反や信用失墜行為と して懲戒処分の対象と なり 得ること 。  

２  関係通知等  

【 参考資料】 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（ 令和３ 年法律第57 号、 令和３ 年６ 月４ 日）  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
・  児童生徒性暴力等については、 児童生徒の同意や暴行・ 脅迫等の有無を問わない。 また、 刑事罰が科されな

かった行為も児童生徒性暴力等に該当し得る。  
 

２  児童生徒性暴力等の定義 
児童生徒性暴力等は、 次に掲げる行為をいう （ 法第２ 条第３ 項） 。  

① 児童生徒等に性交等（ 刑法（ 明治40年法律第45号） 第177条第１ 項に規定する性交等をいう 。 ） をするこ
と 又は児童生徒等をして性交等をさ せるこ と （ 児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性
交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと 認められる特別の事情がある
場合を除く 。 ） 。  

② 児童生徒等にわいせつな行為をするこ と 又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさ せるこ と （ ①に掲げ
るものを除く 。 ） 。  

③ 刑法第182条の罪、 児童買春、 児童ポルノ に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
（ 平成11年法律第52号。 以下「 児童ポルノ 法」 と いう 。 ） 第５ 条から 第８ 条までの罪又は性的な姿態を撮
影する行為等の処罰及び押収物に記録さ れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
（ 令和５ 年法律第67号。 以下「 性的姿態撮影等処罰法」 と いう 。 ） 第２ 条から 第６ 条までの罪（ 児童生徒
等に係るものに限る。 ） に当たる行為をすること （ ①及び②に掲げるものを除く 。 ） 。  

④ 児童生徒等に次に掲げる行為（ 児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。 ） であって児童生
徒等を著しく 羞恥さ せ、 若しく は児童生徒等に不安を覚えさ せるよう なものをするこ と 又は児童生徒等を
してそのよう な行為をさ せること （ ①～③に掲げるも のを除く 。 ） 。  
イ  衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位（ 児童ポルノ 法第２ 条第３ 項第３ 号に

規定する性的な部位をいう 。 ） その他の身体の一部に触れるこ と 。  
ロ 通常衣服で隠さ れている人の下着又は身体を撮影し、 又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し

向け、 若しく は設置するこ と 。  
⑤ 児童生徒等に対し、 性的羞恥心を害する言動であって、 児童生徒等の心身に有害な影響を与えるも のを

するこ と （ ①～④に掲げるものを除く 。 ） 。  
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・  なお、 ④には身体の一部に触れること が内容に含まれているが、 例えば、 教育活動における実技指導等におい
て児童生徒と の必要な身体接触が生じること や特別支援学校の教諭等が指導や介助のために身体接触を行う こと
（ 中略）、 教育職員等の業務上児童生徒の身体に触れる必要がある場合も考えられるものの、 これらの正当な業
務上の行為については、 必要な範囲・ 態様にと どまる限り において、 児童生徒性暴力等の対象と はならないと 考
えられる。  

・  ⑤については、 児童生徒に対する悪質なセクシュアル・ ハラスメ ント （ 児童生徒等を不快にさせる性的な言
動） などが、 ここに含まれると 考えられる。  

 

３  相談を受けたと きの対応  

児童生徒からの相談は、 いつ・ どこで・ どのよう な場面で話しかけられるか分からないこと に留意すること 。  
普段から「 児童生徒から性暴力等の被害を相談されるかもしれない」 と いう 意識を持ち、 相談があったと きの対応 

方法を校内で共有しておく 必要がある。  
また、 日ごろから児童生徒の身体的状況や言動のほか、 保護者の様子に目を配り 、 気になる点や変わった点等がな 

いか、 把握すること に努めておく こと が大切である。  
 
 

〇 対応のポイント  
・  最小限の聴き取り  

教職員等が、 児童生徒から相談を受けたと きは、 児童生徒に対する質問や確認は「 いつ」 「 誰 
が」 「 誰に」 「 どう し た」 等、 最小限の内容に留める こ と 。 児童生徒が話し た内容を受け止め、
「 いつ」 「 どこ で」 「 どのよ う に」 児童生徒が相談しに来たのか、 また、 相談したと きの話し ぶり
や、 「 誰が」 「 誰に」 「 どう した」 と いう 事実を記録する。  

児童生徒から語られた言葉のままを正確に記録すること 。  
・  情報共有への同意 

児童生徒に「 重要なこ と であるから 校長先生に報告する」 と 共有する旨と 共有する範囲を明し、
理解を得るこ と が重要である。 児童生徒が「 秘密にしてほしい」 と 希望しても 、 共有する必要性や
範囲を明確にしたう えで丁寧に説明し、 共有するこ と についての同意を得る。  

・  管理職等への報告等 
相談を受けた教職員は、 児童生徒から相談を受けた場合は、 必ず管理職へ直接報告する。  
報告を受けた管理職は、 ４  相談を受けたと きに留意するこ と に沿った対応をと る。  

・  詳細な聴き取り  
詳細な聴き取り については、 教育委員会や警察等の関係機関と 連携・ 相談のう え警察等が実 

施し、 教職員等は行わない。  
 

 

４  相談を受けたと きに留意するこ と  
 

児童生徒から最初に被害を打ち明けられた際は、 事情聴取のよう に細かく 聞かない。  
ただし、 勇気をもって打ち明けた児童生徒が、 相談をないがしろにされたと 感じないよう 、 真摯に傾聴すること 。  

相談内容を過小評価したり 、 相談を受けたにもかかわら ず真摯に対応しなかったり するこ と は、 あってはならない。
被害の聴き取り は原則と して同性が行う こと が望ましいが、 被害を受けたと される児童生徒が直接打ち明けると  

いう こと は、 当該教職員等と の信頼関係があると 考えられるため、 最低限の聴き取り は、 同性か異性かを問わず、  
直接打ち明けられた者が行って差し支えない。   

ただし、 教職員等による詳細な聴き取り は行わない。 詳細な聴き取り は、 「 司法面接」 で行う 。 「 司法面接」 と は、  
子どもの心理的負担を軽減し、 何度も聞く こ と による誘導や暗示等のおそれを排除するために、 被害にあった子ども
や目撃した子どもから話を聞く 場合には、 訓練された聴取者が、 誘導ではない聞き方をすると いう もので、 各機関の
代表者が聞く 「 代表者聴取」 （ 共同面接） で行われる。 そのため、 被害が発覚したら、 教職員等の周囲の大人は、 児
童生徒に被害の詳細を聞かず、 速やかに、 警察等と 連携し、 司法面接での聴取を行う 必要がある。  

〇留意するポイント  
・ 可能な限り 同性の教職員等が聴き取る。  
・ 児童生徒の訴えを否定しない。  
・ 勇気を出して話してく れたこ と への感謝を伝える。  
・ 同性間であっても性暴力はあり う ると 心得る。  
・ 根掘り 葉掘り 聞かない。 無理やり 話さ せない。  
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・ 児童生徒が話せる範囲で「 いつ」 「 誰が」 「 誰に」 「 どう し た」 だけを聴く 。 （ 細かい聴き取り は
専門家に任せる。 ）  

・ 児童生徒の話す内容や話していると きの様子を細かく 記録する。  
→記録は、 性的な表現であっても 曖昧にするこ と なく 児童生徒が語ったと おり に記録する。  

・ 児童生徒が「 秘密にしてほしい」 と 希望しても 、 共有する範囲を明確にし たう えで丁寧に説明し、
共有するこ と の同意を得る。  

 ・ 言ってはいけない言葉 

■児童生徒を責めている（ と 受け取られかねない） 言葉 

例：「 あなたが誘ったのでは？」「 泣いてばかり でいないで、 ちゃんと 説明して」 など 

■「 なぜ？」 と 非難しているよう に聞こ える言葉 

例：「 どう して逃げなかったの？」「 どう して付いて行ったの？」 など 

■被害を矮小化するなど、 児童生徒の心理を理解しない言葉 

例：「 早く 元気になり ましょ う 」「 つらいこと は忘れましょ う 」「 辛いのはよく わかるよ」「 時間が解決してく  

れる」 など 

■驚きを示す言葉 

例：「 本当なの？」「 どう して？」「 嘘でしょ う ？」 など 

■相談を拒絶する言葉・ 話を遮る言葉（ 態度）  

例：「 ○○先生に相談してく ださい」「 保護者に伝えてく ださい」「 私では手に負えません」「 忙しいから後に 

して」「（ 複数回にわたる被害の聴取り において） 時間がないから、 次の話に行きましょ う 」 など 

■感情的な言葉（ 態度）  

例：「 ××先生のやったこと は、 絶対に許せない！！」「（ 児童・ 生徒に対して） かわいそう だね」 など 

■無責任な言葉（ できない約束はしない）  

例：「 ○○先生は明日から学校に来ないよ」「 誰にも言わないよ」「 先生だけの秘密にしておく から大丈夫だ 

よ。」 など 
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１  アンケート 実施のポイント   

（ １ ） アンケート の実施目的と 意義の説明 
  ・  性暴力は、 当該児童生徒の尊厳と 権利を著しく 侵害し、 生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対す 

る重大な影響を与えること は断じて許されないこと 。  
・  早期発見により 、 児童生徒に対する加害行為をやめさせ、 加害者にしかるべき措置を講ずると と もに、 心身へ 
 の影響を最小限に抑えるために実施すること 。  

・  真実ではないこ と を回答しないこと 、 正直に答えること 、 回答の途中で精神的に負担を感じた場合は途中で 
も提出すること を事前に児童生徒に説明すること 。  

・  実施したアンケート は、 誰が確認するのか伝えること 。  
 
（ ２ ） 守秘義務および児童生徒への最大限の配慮 

  ・  性暴力を受けていると 回答した児童生徒のプライバシーを守り 、 個人情報が周囲に知られないよう に、 実施方 
法及び回答方法について検討すること 。  

・  実施したアンケート を確認すると きは、 管理職・ 養護教諭・ 教育相談コーディ ネーターなど、 あらかじめ各学 
校で決められた担当者と 管理職の複数で確認すること 。  

・  被害児童生徒が被害を思い出すこと によって苦しく なったり 、 心身の変調をきたしたり すること もあり う るこ

と から、 児童生徒と 保護者がそれぞれにカウンセリ ングや場合によっては医療的な対応が必要になるこ と も念頭

に置く 必要があるこ と 。  

 
（ ３ ） 保護者への説明と 実施時期の検討 

  ・  保護者に対し児童生徒へのアンケート 実施の連絡と 、 回答への協力を依頼すること 。  
・  発達段階に応じて、 授業や特別活動での性に関する指導実施後や生命（ いのち） の安全教室実施後にアンケー 

ト を実施すること が望ましいが、 学校の実情に応じて実施時期を検討すること 。  
 
 
２  アンケート 実施 
 
 WEBアンケート フォームを使用して実施したと きの例（ 紙媒体を用いて行う 場合もある。）  

実施の流れ 管理職 教職員 児童生徒 

○実施担当者の決
定 

 
 
 
 
 
 
○WEBア ン ケ ート

フ ォ ーム・ 保護
者あて文書の作
成 

 
 
 
 
 
○WEBアンケート の

説明・ 保護者あ
て文書の配付 

  
 

・  実施担当者を決める。  
・  実施担当者は、 管理職及び養護教 

諭、 教育相談コーディ ネーター等、  
各校で定める。  

 
 
 
 
・  WEBアンケート フォームや保護者あ 
 て文書、 WEBアンケート フォーム二 

次元コード を作成する。 その中に悩 
みの相談先を記載する。  

・  WEBアンケート フォームへのアク セ 
 ス権は管理職のみにする。  
 
 
 
・  全学級で適切に実施さ れているか 

校内を巡視する。  
・  二次元コード が記載さ れた保護者 

あて文書をメ ール送信する。  
・  児童生徒の回答が学校に届く よう  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・  二次元コード が記載 

さ れた保護者あて文書 
を配付し、 目的や回答 
の仕方について、 説明 
動画を流したり 、 説明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・  一人一台端末を 

持ち帰り 、 家な 
どの安心して回 
答できる場所で 
入力する。  
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○WEBアンケート

の回収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○WEBアンケート

回収・ 内容の確
認 

 にするために、 必要な措置を講ずる 
こ と 。  

 
 
 
 
 

したり する。  
 
 

・  質問内容や入力 
方法がわからな 
い場合は、 保護 
者や信頼できる 
大人に相談しな 
がら回答する。  

※ 児童生徒の家庭で一人一台端末が使えない場合は、 保護者等の信頼できる大人の携帯
端末を使って回答するか、 紙媒体を児童生徒に渡して、 実施担当者に提出する。  

※ 日本語が読み書きできない児童生徒には、 個別に面談等を実施する。  
 

・  回答状況を把握し、 未提出者には 
声掛けをするよう に実施担当者に指 
示する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・  管理職が指定した場所及び教職員 

で確認作業を行う 。  
・  入力さ れたWEBアンケート データは 
 厳重に管理し、 他の教職員等の目に 

触れないよう に保管する。  
 
 

・  早急に対応が必要と 判断される場 
合は、 回答締切日を待たずに、 教育 
委員会に報告・ 連携のう え、 保護者 
連絡、 家庭訪問、 警察等と の連携、  
カウンセリ ングの実施などの支援を 
行う 。  

 
・  未回答の児童生徒に 

は、 実施担当者等から 
声掛けや電話連絡を行 
う 。  
 
 
 
 
 

・  紙媒体で実施する場 
合は、 回答が見られな 
いよう に封書に入れて 
提出さ せる。  

 
・  全員回答を基本 

と する。  
・  回答途中で負担 

を感じる場合 
は、 無理をせず 
回答の途中でも 
提出する。  

 
 

 

（ 注）  『 児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート 調査の実施について』 は、 島根県教育委員会が主体と なって取

り 組む内容を記載したものですが、 市町村教育委員会においても、 市町村立学校の教職員等への啓発をはじめ、

こ の総合対策に準じた対応が求められます。  
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7 
 

 

１  ポイント   

  ・ 被害児童生徒及び保護者の心のケアを第一に考えること 。  
・ 管理職だけでなく 学校全体で対応するほか、 教育委員会や外部の機関と 連携する等、 組織的に対応すること 。  
・ 被害児童生徒及び保護者等への対応や報告にあたっては、 プライバシーに十分配慮する必要があること 。  

・ 島根県「 学校危機管理の手引き p93～」 に沿った対応をと ること 。  

２  把握後の対応  

 ※児童生徒がWEBアンケート に「 教職員から性暴力を受けている」 と 回答し、 加害が判明したと きの対応の例 
 ※司法面接と は、 訓練を受けた聴取者が誘導ではない聞き方をする方法のこと 。  

対応の流れ 管理職 教職員 児童生徒 

<把握時の 
危機管理> 

○把握 
 
○教育委員会と の 

連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈 加害の判明〉  
○警察と の連携 
 
 
 
 
 
 
○対応方針 
 

 
・  事実の整理、 確認 
 
 
・  教育委員会への第一報（ 事実の連

絡と 今後の対応や支援要請の必要
性、 被害児童生徒に話を聞く かどう
か等の対応をその都度協議）  

 
 
・  加害と された教職員への聴き取り  
 （ 警察への通報義務があるこ と を伝

える）  
・  加害教職員を隔離さ せ、 事実確

認、 その後自宅待機の指示（ ※児童
生徒と 直ちに引き離す）  

 
 
・  教育委員会の指導のも と 、 警察に 

相談 
（ 保護者連絡、 被害児童生徒への対

応、 校内体制準備等の対応につい
て）  

 
 
・  司法面接実施後、 教育委員会、 警 

察等と の連携、 対応方針の決定 
・  関係教職員への指示（ 緊急職員会

議の開催等）  
・  保護者への状況説明（ 児童生徒の

様子、 学校の対応等）  
・  保護者への謝罪と 今後の対応説明 
・  教育委員会へ報告書を提出 
・  児童生徒、 保護者への誠意ある対

応（ 被害児童生徒の家庭訪問等）  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・  被害児童生徒に話を 

聴く 場合は、 勇気を出 
して記述してく れたこ 
と への感謝を伝え、  
「 いつ」 「 誰が」 「 誰 
に」 「 どう した」 等、  
最小限の内容の確認を 
行う 。 詳細な聴き取り  
については、 警察等が 
行う 。  
 

・  被害児童生徒・ 保護 
者への連絡 

 
 
 
 
 
・  司法面接実施後、 関

係者によ る 被害児童生
徒への声掛け、 経過観
察 
（ 注） 被害児童生徒並 
びに保護者の動揺及び 
心のケア（ 日ごろから 
コンタク ト を取れる教 
職員） を第一に考える 

・  被害児童生徒のプラ
イ バシーを保護する た
め、 外部へ情報漏洩し
ないよう 注意する 

・  児童生徒、 保護者へ
の誠意ある 対応、 家庭
訪問の実施 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・  警察等による司 

法面接の実施 
 
 
 
 
 
・  被害児童生徒

やその保護者が希
望を すればSC、
SSW等と の面接を
行う 。  

・  被害児童生徒
へ の プ ラ イ バ
シーに最大限配
慮する 
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（ ※ 以下は被害児童生徒及び当該保
護者の心情を考慮し 、 同意のも と
に実施）  

・  緊急カウンセラー派遣要請 
・  報道機関等への対応 
・  （ 必要に応じて） 全校集会、 保護

者会 
 
 
 

 
 
・  その他児童生徒の心

のケ ア （ 動揺を 鎮め
る 。 全校集会、 保護者
会の実施等）  

 
 
・  教職員、 関係

機関職員によ る
き め細かな 心の
ケ ア （ 保護者と
の密な連携のも
と ）  

<事後の危機管理> 
○今後の対応 

 
・  再発防止策の検討・ 決定、 事故報

告書作成 

 
・  引き 続き 児童生徒の

観察 
・  再発防止策の実施 

 
・  カウ ン セラ ー

等によ る 継続的
なカ ウ ン セリ ン
グ、 見守り  

【 発生時の連絡経路図】  

 

 

 

 

 

【 県教育委員会担当課】  

教育庁学校企画課企画人事スタッ フ TEL： 0852-22-6308（ 県立）、 6692（ 義務）  FAX： 0852-22-5762 

教育庁教育指導課子ども安全支援室 TEL： 0852-22-6064, 6065 FAX： 0852-22-6265 

 

 

 

市町村立学校 市町村教育委員会 県教育事務所 
県学校企画課 

県立学校 
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令和○年○月○日 
島根県立○○高等学校 
保 護 者 の 皆 様  

島根県立○○高等学校 
校長   ○○ ○○   

 

児童生徒性暴力等の防止に向けたアンケート調査の実施について（お願い） 

 

 ○○の候 保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。平素か

ら、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

 さて、令和４年４月に教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が施行されたことを

受けて、「教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて＜島根県教育委員会の総合対策＞」が策定

され、それに基づき教職員による児童生徒への性暴力等の根絶に向けて、取組を行っているところで

す。早期発見に向けた対策の一環としてアンケート調査を年に 1回は必ず実施することとされているこ

とから、下記のとおりＷＥＢアンケートを実施します。 

アンケートの目的は、性暴力等の根絶のための早期発見と早期対応です。性暴力等を受けている可能

性のある児童生徒がわかった場合には、二度と同様の被害を受けないよう、加害者の隔離等の措置を実

施し、被害の深刻化や心身等への影響を最小限に抑えるようサポートします。 

本日お子様に回答用フォームを記した文書を配付しましたので、ご承知おきください。 

 なお、質問内容や回収、確認方法、個人情報の取扱いについては、大学教員、専門相談機関、心理専

門職員等の助言を参考にするとともに、回答への負担を極力軽減するように配慮しています。 

ご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせください。 

 

記 

 

１ 目  的   児童生徒性暴力等の早期発見のため、アンケート調査や教育相談を実施し、児童生 

徒等が被害を訴えやすい体制を整えるとともに家庭と連携して児童生徒の心と体の安 

全を守る。 

 

２ 回答方法   回答用フォームへの入力  

右の二次元コードから回答できます。→   

 

３ 回答期限   令和○年○月○日（○） 

 

４ 回答の取扱 ・回答した児童生徒が周囲にわからないように配慮します。 

        ・実施したＷＥＢアンケートを確認するときは、〇〇・〇〇・〇〇、限られた関係者

で確認します。            

※各学校で具体的に該当者を記入のこと         （裏面に続く） 

 

県立学校の例 

二次元コード 
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５ お願い   ・回答に困っている場合は、助言をお願いします。   

・正直に回答するように助言してください。 

  

６ 対応    ・性暴力等を受けたと回答した場合、早期に対応し、個別に寄り添い、サポートに努 

め、二度と同じ被害を受けないよう、また、心身の被害の回復のために全力を尽く 

します。 

 

７ 性暴力や困ったときの相談窓口 

 

◇性暴力被害者支援センターたんぽぽ 

    連絡先：0852-25-3010 または ＃8891 

    開設日：月～金曜日 8:30～17:15 

        （土・日曜日、祝日・年末年始はコールセンターで対応） 

 

◇しまね性暴力被害者支援センターさひめ 

    連絡先：0852-28-0889 

    開設日：火・木・土曜日（年末年始を除く） 17:30～21:30 

    メール相談：ホームページからアクセス 

 

◇性犯罪被害者相談電話（島根県警察） 

    連絡先：＃8103 または 0120-110-267  24 時間対応 

   

◇24 時間子供 SOS ダイヤル 

連絡先：0120-0-78310 

［対象］すべての校種（幼稚園及び認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、特別支援学校）の児童生徒等、保護者等 

 

◇いじめ相談テレフォン 

連絡先：0120-779-110  24 時間対応 

［対象］すべての校種（幼稚園及び認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、特別支援学校）の児童生徒等、保護者等 

 

問い合わせ先  島根県立○○学校 

担当    □□ □□ 

TEL    
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みなさんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守る
まも

ためのアンケート 

このアンケートは、皆
みな

さんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守
ま も

るために 行
おこな

うものです。学校
が っ こ う

は①のことを約束
や く そ く

します

ので、質問
し つ もん

に正直
しょうじき

に答
こ た

えてください。 

① このアンケートで分
わ

かったことを、みなさんの友
と も

だちなどにお話
はな

しすることはありません。 

② このアンケートで答
こ た

えたことについて、もう少
す こ

しお 話
はなし

を聞
き

くことがあります。 

③ このアンケートに答
こ た

えるときに困
こ ま

ったことがあれば、おうちの人
ひ と

（大人
お と な

の家族
か ぞ く

または家族
か ぞ く

に代
か

わる

人
にん

）と一緒
い っ し ょ

に答
こ た

えてください。 

 

 

〇これまでに、次
つぎ

のようなことをされたことはありますか。下
した

の枠内
わくない

の質問
しつもん

に答
こた

えてください。 

・ 必要
ひ つ よ う

もないのに、下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

になるように言
い

われた。 

・ 下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとられたり、自分
じ ぶ ん

で下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとって送
お く

るように言
い

われたりした。 

・ 下着
し た ぎ

でかくれる 体
からだ

の部分
ぶ ぶ ん

をさわられたり、キスをされたりした。 

・ 下着
し た ぎ

でかくれる 体
からだ

の部分
ぶ ぶ ん

をさわらせられた。 

・ 用
よ う

もないのに電話
で ん わ

やＬＩＮＥ
ら い ん

などに連絡
れ ん ら く

があった。 

・ 必要
ひ つ よ う

以上
い じ ょ う

に近
ちか

づいて、 体
からだ

を触
さわ

られたり、抱
だ

きしめられたりした。 

 

されたことがない されたことがある わからない 

※１つでもあてはまるものがあれば、「されたことがある」を〇でかこんでください。 

〇前
ま え

の質問
しつ もん

のことで何
なに

か気
き

になることや困
こ ま

っていることがあれば、なんでも記入
き に ゅ う

してください。 

 
 
 
 

 

〇このアンケートに、だれが答
こ た

えましたか。 

※あてはまるものを〇でかこんでください。 

 

 年
ねん

      組
く み

 出席
しゅっせき

番号
ばんごう

       番
ばん

 名前
な ま え

 

うらへ 

自分
じ ぶ ん

で答
こた

えた おうちの人
ひ と

が答
こた

えた おうちの人
ひ と

と一緒
い っ し ょ

に答
こた

えた 

小学校用 このアンケートは、○○先生、◇◇先生（誰が確認するかは実施校でご記入ください）だけで確認します。 
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このアンケートに答
こ た

えにくい人
ひ と

など、悩
なや

んでいる人
ひ と

は、まず保健室
ほ け ん し つ

の先生
せんせい

に相談
そ う だ ん

をしてください。 

また、いろいろな相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を紹介
しょうかい

します。困
こ ま

ったときには相談
そ う だ ん

しましょう。  

 

◇性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターたんぽぽ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-25-3010 または ＃8891 

    開設
かいせつ

日
び

：月
げつ

～金曜日
き ん よ う び

 8:30～17:15 

    （土
ど

・日曜日
に ち よ う び

、祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

はコールセンターで対応
たいおう

） 

 

◇しまね性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターさひめ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-28-0889 

    開設
かいせつ

日
び

：火
か

・木
も く

・土曜日
ど よ う び

（年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く） 17:30～21:30 

    メール相談
そ う だ ん

：ホームページからアクセス 

 

◇性
せい

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

相談
そ う だ ん

電話
で ん わ

（島根県
し ま ね け ん

警察
けいさつ

） 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：＃8103 または 0120-110-267 

    24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

◇24時間
じ か ん

子供
こ ど も

SOS ダイヤル 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-0-78310 

 

◇いじめ相談
そ う だ ん

テレフォン 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-779-110 

24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

 

 

 

※このアンケートはみなさんの状況
じょうきょう

を把握
は あ く

するために実施
じ っ し

するものです。それ以外
い が い

の

目的
も く て き

では一切
いっ さい

使用
し よ う

しません。 
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みなさんの心と体の安全を守るためのアンケート 

 
このアンケートは、皆さんの心と体の安全を守るために実施するものです。学校は①～②ことを約束しま

すので、質問に誠実に答えてください。 

 

① このアンケートに答えることで、今よりもつらい気持ちにならないように学校として全力を尽くします。 

② このアンケートで分かったことは、周囲に知られないようにし、限られた関係者以外に話すことはあり 

ません。 

③ このアンケートで答えたことについて、もう少し詳しくお話を聞くことがあります。 

 
 

次のようなことをされたことはありますか。下の枠内の質問に答えてください。 
 

・ 必要もないのに、下着姿や裸になるように言われた。 

・ 下着姿や裸の写真をとられたり、自分で下着姿や裸の写真をとって送るように言われたりした。 

・ 裸などの画像を送られてきた。  

・ 下着でかくれる体の部分を触られたり、キスをされたりした。 

・ 下着でかくれる体の部分を触らせられた。 

・ 用もないのに電話や LINE や Instagram などの SNS に連絡があった。 

・ 必要以上に近づいて体を触られたり、抱きしめられたりした。 

 

されたことがない されたことがある わからない 

※当てはまるものを〇で囲んでください。 

 

前の質問のことで何か気になることや困っていることがあれば、なんでも記入してください。 

 
 
 
 

 

  年     組 出席番号        番 名前 

中学校・高等学校用 
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このアンケートに答えにくい人など、悩んでいる人は、まず保健室の先生に相談をしてください。 

 また、性暴力に関する相談窓口を紹介します。困ったときには相談してください。 

  

 

◇性暴力被害者支援センターたんぽぽ 
    連絡先：0852-25-3010 または ＃8891 

    開設日：月～金曜日 8:30～17:15 

    （土・日曜日、祝日・年末年始はコールセンターで対応） 

 

◇しまね性暴力被害者支援センターさひめ 
    連絡先：0852-28-0889 

    開設日：火・木・土曜日（年末年始を除く） 17:30～21:30 

    メール相談：ホームページからアクセス 

 

◇性犯罪被害者相談電話（島根県警察） 
    連絡先：＃8103 または 0120-110-267 

    24 時間対応 

 

◇24 時間子供 SOS ダイヤル 
連絡先：0120-0-78310 

 

◇いじめ相談テレフォン 
連絡先：0120-779-110 

24 時間対応 

 

◇キュアタイム（内閣府） 
    毎日 17 時から 21 時まで受付 

    年齢・性別・セクシュアリティを問わず、匿名で相談を受付 

    チャット、メール、外国語での相談 

 

 

 

 

 

※このアンケートはみなさんの状況を把握するために実施するものです。それ以外の目的

では一切使用しません。 
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みなさんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守る
まも

ためのアンケート 
 

このアンケートは、皆
みな

さんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守
ま も

るために実施
じ っ し

するものです。学校
が っ こ う

は①のことを約束
や く そ く

し

ますので、質問
し つ もん

に正直
しょうじき

に答
こ た

えてください。 

 

① このアンケートで分
わ

かったことを、みなさんの友
と も

だちなどにお話
はな

しすることはありません。 

② このアンケートで答
こ た

えたことについて、もう少
す こ

しお 話
はなし

を聞
き

くことがあります。 

③ このアンケートに答
こ た

えるときにわからないことがあれば、保護者
ほ ご し ゃ

等
と う

（保護者
ほ ご し ゃ

または保護者
ほ ご し ゃ

に代
か

わ

る人
にん

）と一緒
い っ し ょ

に答
こ た

えてください。 

 

 

これまでに、学校
が っ こ う

の先生
せんせい

など、学校
が っ こ う

にいる大人
お と な

から、次
つぎ

のようなことをされたことはあり

ますか。下
し た

の枠内
わ くな い

の質問
しつも ん

に答
こた

えてください。 
 

・ 必要
ひ つ よ う

もないのに、下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

になるように言
い

われたことがある。 

・ 下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとられたり、自分
じ ぶ ん

で下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとって送
お く

るように言
い

われたりし 

たことがある。 

・ 下着
し た ぎ

でかくれる 体
からだ

の部分
ぶ ぶ ん

をさわられたことがある。 

・ キスをされたことがある。 

・ 用
よ う

もないのに電話
で ん わ

やLINE
ラ イ ン

などで連絡
れ ん ら く

があったことがある。 

・ 用
よ う

もないのに車
くるま

に乗
の

るように言
い

われたことがある。 

 

されたことがない されたことがある わからない 

※あてはまるものを〇でかこんでください。 

 

このアンケートに、だれが答
こ た

えましたか。 

※あてはまるものを〇でかこんでください。 
 

 年
ねん

      組
く み

 出席
しゅっせき

番号
ばんごう

       番
ばん

 名前
な ま え

 

 

うらへ 

自分
じ ぶ ん

で答
こた

えた 保護者
ほ ご し ゃ

等
と う

が答
こた

えた 保護者
ほ ご し ゃ

等
と う

と一緒
い っ し ょ

に答
こた

えた 

特別支援学校小学部用 
このアンケートは、○○先生、◇◇先生（誰が確認す

るかは実施校でご記入ください）だけで確認します。 
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このアンケートに答
こ た

えにくい人
ひ と

など、悩
なや

んでいる人
ひ と

は、まず保健室
ほ け ん し つ

の先生
せんせい

に相談
そ う だ ん

をしてください。 

また、性
せい

暴力
ぼうりょく

に関
かん

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を紹介
しょうかい

します。これらの相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

がありますので、困
こ ま

ったときには

相談
そ う だ ん

してください。 

  

 

◇性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターたんぽぽ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-25-3010 または ＃8891 

    開設
かいせつ

日
び

：月
げつ

～金曜日
き ん よ う び

 8:30～17:15 

    （土
ど

・日曜日
に ち よ う び

、祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

はコールセンターで対応
たいおう

） 

 

◇しまね性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターさひめ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-28-0889 

    開設
かいせつ

日
び

：火
か

・木
も く

・土曜日
ど よ う び

（年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く） 17:30～21:30 

    メール相談
そ う だ ん

：ホームページからアクセス 

 

◇性
せい

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

相談
そ う だ ん

電話
で ん わ

（島根県
し ま ね け ん

警察
けいさつ

） 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：＃8103 または 0120-110-267 

    24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

◇24時間
じ か ん

子供
こ ど も

SOS ダイヤル 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-0-78310 

 

◇いじめ相談
そ う だ ん

テレフォン 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-779-110 

24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

 

 

 

※このアンケートはみなさんの状況
じょうきょう

を把握
は あ く

するために実施
じ っ し

するものです。それ以外
い が い

の

目的
も く て き

では一切
いっ さい

使用
し よ う

しません。 
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みなさんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守る
まも

ためのアンケート 
 

このアンケートは、皆
みな

さんの心
こころ

と 体
からだ

の安全
あんぜん

を守
ま も

るために実施
じ っ し

するものです。学校
が っ こ う

は①～②のことを

約束
や く そ く

しますので、質問
し つ もん

に正直
しょうじき

に答
こ た

えてください。 

 

① このアンケートに正直
しょうじき

に答
こ た

えることで、今
いま

よりもつらい気持
き も

ちにならないように学校
が っ こ う

として全力
ぜんりょく

を

尽
つ

くします。 

② このアンケートで分
わ

かったことを、限
かぎ

られた教職員
きょうしょくいん

以外
い が い

に 話
はなし

をすることはありません。 

③ このアンケートで答
こ た

えたことについて、もう少
す こ

し詳
く わ

しくお 話
はなし

を聞
き

くことがあります。 

 

 

これまでに、学校
が っ こ う

の先生
せんせい

など、教職員
きょうしょくいん

から、次
つぎ

のようなことをされたことはありますか。

下
し た

の枠内
わ くな い

の質問
しつも ん

に答
こた

えてください。 
 

・ 必要
ひ つ よ う

もないのに、下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

になるように言
い

われたことがある。 

・ 下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとられたり、自分
じ ぶ ん

で下着
し た ぎ

姿
すがた

や 裸
はだか

の写真
し ゃ し ん

をとって送
お く

るように言
い

われたりし 

たことがある。また、教職員
きょうしょくいん

から 裸
はだか

などの画像
が ぞ う

を送
お く

られたことがある。 

・ 下着
し た ぎ

でかくれる 体
からだ

の部分
ぶ ぶ ん

をさわられたことがある。 

・ キスをされたことがある。 

・ 用
よ う

もないのに電話
で ん わ

があった。 

・ 用
よ う

もないのにLINE
ラ イ ン

やInstagram
イ ン ス タ グ ラ ム

などのS N S
エスエヌエス

で連絡
れ ん ら く

があった。 

・ 用
よ う

もないのに車
くるま

に乗
の

るように言
い

われたことがある。 

 

 

されたことがない されたことがある わからない 

※当
あ

てはまるものを〇で囲
かこ

んでください。 

 

 年
ねん

      組
く み

 出席
しゅっせき

番号
ばんごう

       番
ばん

 名前
な ま え

 

 

うらへ 

特別支援学校中学部・高等部用 

このアンケートは、○○先生、◇◇先生（誰が確認す

るかは実施校でご記入ください）だけで確認します。 
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このアンケートに答
こ た

えにくい人
ひ と

など、悩
なや

んでいる人
ひ と

は、まず保健室
ほ け ん し つ

の先生
せんせい

に相談
そ う だ ん

をしてください。 

また、性
せい

暴力
ぼうりょく

に関
かん

する相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

を紹介
しょうかい

します。これらの相談
そ う だ ん

窓口
ま ど ぐ ち

がありますので、困
こ ま

ったときには

相談
そ う だ ん

してください。 

  

 

◇性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターたんぽぽ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-25-3010 または ＃8891 

    開設
かいせつ

日
び

：月
げつ

～金曜日
き ん よ う び

 8:30～17:15 

    （土
ど

・日曜日
に ち よ う び

、祝日
しゅくじつ

・年末
ねんまつ

年始
ね ん し

はコールセンターで対応
たいおう

） 

 

◇しまね性
せい

暴力
ぼうりょく

被害者
ひ が い し ゃ

支援
し え ん

センターさひめ 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：0852-28-0889 

    開設
かいせつ

日
び

：火
か

・木
も く

・土曜日
ど よ う び

（年末
ねんまつ

年始
ね ん し

を除
のぞ

く） 17:30～21:30 

    メール相談
そ う だ ん

：ホームページからアクセス 

 

◇性
せい

犯罪
はんざい

被害者
ひ が い し ゃ

相談
そ う だ ん

電話
で ん わ

（島根県
し ま ね け ん

警察
けいさつ

） 

    連絡先
れ ん ら く さ き

：＃8103 または 0120-110-267 

    24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

◇24時間
じ か ん

子供
こ ど も

SOS ダイヤル 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-0-78310 

 

◇いじめ相談
そ う だ ん

テレフォン 

連絡先
れ ん ら く さ き

：0120-779-110 

24 時間
じ か ん

対応
たいおう

 

 

 

 

 

※このアンケートはみなさんの状況
じょうきょう

を把握
は あ く

するために実施
じ っ し

するものです。それ以外
い が い

の

目的
も く て き

では一切
いっ さい

使用
し よ う

しません。 
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